（様式３）

令和　　年　　月　　日

千　葉　県　知　事　　様

（推薦団体名）　　　　　　　　　　

（代表者職氏名／各市町村長名）　　　　　
他の技能者の模範性について

　このことについて、千葉県の卓越した技能者表彰要綱第２条の（５）により、下記の者について、過去において刑罰（道路交通法違反及び自動車の保管場所の確保等に関する法律違反による罰金刑を除く）を受けるなど社会的に非難されるような事実は確認されませんでした。
　また、刑罰等が有った場合には千葉県の卓越した技能者推薦を取り下げすることを誓約いたします。

記

１　被表彰候補者氏名

２　本籍

３　現住所

４　就業先

（1） 名称

（2） 所在地
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